
【市街地再開発事業の流れ】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高度利用地区又は地区計画、再

開発地区計画、防災街区地区計

画等に関する都市計画決定 

第一種市街地再開発事業 

に関する都市計画決定 

（事業計画の決定等の公告の日以後 30 日）

権利変換計画認可・公告 

権利変換処分（権利変換期日） 

建築物等の工事着手 

工事の完了 

〔第一種市街地再開発事業〕 

組合施行 

事業計画等の決定・認可 

（組合設立認可・公告） 

権利変換を希望しない旨の申出 

権利者・従前の権利消滅 

   ・土地又は地上権の取得 

権利者＝建築物等の取得 

高度利用地区又は地区計画、再

開発地区計画、防災街区地区計

画等に関する都市計画決定 

第二種市街地再開発事業 

に関する都市計画決定 

事業計画等の決定・認可 

（施行の認可・公告） 

譲受希望の申出及び賃借り希望の申出 

（事業計画の決定等の公告の日以後 30 日）

管理処分計画認可・公告 

用地買収 

建築物等の工事着手 

工事の完了 

組合解散認可・公告 

権利者＝土地・建築物等の取得

〔第二種市街地再開発事業〕 

会社施行 

終了の認可・公告 

権利者・従前の権利消滅 

   ・譲受け権の取得 


